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〇遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付要綱  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、遊佐町の農業の担い手となる者を育成するため、町内に住所を有す

る青年等新規就農者が農業経営に必要な免許・資格を取得した場合又は町内に所在する

直売所に出品した場合に遊佐町が予算の範囲内で交付する補助金に関し、遊佐町補助金

の交付に関する規則（昭和４４年規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 第３条第１項に定める補助金（以下「資格等取得支援補助金」という。）の補助対

象者は、新規就農・経営継承農業人材強化総合支援事業実施要綱（平成２４年４月６日

付け２３経営第３５４３号農林水産事務次官依命通知。）別記１に規定する農業次世代人

材投資資金（準備型・経営開始型）、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２

９日付け３ 経営第３１４２号 農林水産事務次官依命通知）別記２に規定する経営開

始資金、就農準備資金又は遊佐町チャレンジファーム事業補助金の交付を受けている者

とする。 

２ 第３条第２項に定める補助金（以下「産直出品支援補助金」という。）の補助対象者は、

次の各号に掲げる全てに該当するものとする。 

 （１） 補助金の交付の申請時点において就農から１０年以内の者 

 （２） 会員組織を有する町内の直売所に自身の名義で出品する者 

 （３） 過年度において３回以上産直出品支援補助金の交付を受けていない者 

（補助対象経費） 

第３条 資格等取得支援補助金の対象となる経費は、農業経営に必要な次に掲げる免許・

資格取得に必要な経費のうち、教習料・受験料・受講料等とする。 

（１） 大型特殊自動車免許 

（２） けん引免許 

（３） 野菜栽培士 

（４） その他農業経営を行うために町長が必要と認めた免許・資格 

２ 産直出品支援補助金の対象となる経費は、町内に所在する直売所の出品に要する費用

のうち、直売所利用料とする。 

 （補助金の額） 

第４条 資格等取得補助金の額は、青年等新規就農者が前条第１項各号の免許・資格を取

得した場合に係る教習料・受験料・受講料等のうち１／２以内の額とし、補助上限額は

１００，０００円とする。 

２ 産直出品補助金の額は、月額１，０００円又は出品に要した経費のうちいずれか低い

額とし、補助上限額は年間１２，０００円とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を申請する者は、遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付申請書

兼実績報告書（様式第１号）に、次に掲げる区分に応じて当該各号に定める必要書類を

添付の上、町長に提出しなければならない。 

（１） 資格等取得補助金 取得した免許証・資格証の写し、教習・講習を終了したこ

とを証する書類の写し、免許・資格の取得に要した経費を証する書類の写し、その他

町長が必要と認める書類 
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（２） 産直出品補助金 直売所利用料の支払いを証する書類の写し、その他町長が必

要と認める書類 

 （補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出を受けたときは、当該

申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決

定し、速やかに規則で定める補助金等交付指令書により、その旨を申請者に通知するも

のとする。 

（決定の取消し） 

第７条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全額又は一部を返還

させることができる。 

（１） この要綱に違反したとき。 

（２） 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。 

（３） 免許・資格取得の方法が不適当と認められたとき。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （遊佐町青年新規就農支援事業制度要綱の廃止） 

２ 遊佐町青年新規就農支援事業制度要綱は、廃止する。 


